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１．趣 旨 

 福祉サービス等第三者評価事業において評価調査者が適正に第三者評価を行なうために

必要な知識および技能を修得することを目的に開催するものである。 

 

２．実施主体  京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構 

 

３．日程・会場 

 期  日 会  場 （別紙地図参照） 

【保育分野】１日目 １月１３日（金） 社会福祉会館（二条城北）第１会議室 

【保育分野】２日目 １月３０日（月） 社会福祉会館（二条城北）第１会議室 

【保育分野】３日目 ２月中 保育施設実習 

【保育分野】４日目 ３月６日（火） ハートピア京都 ４階 第４会議室 

【障害分野】 ２月２８日（火） 社会福祉会館（二条城北）第１会議室 

※本研修では、保育分野と障害分野の研修を開講しますが、障害分野のみの開講はいたしませ

ん。障害分野希望者は保育分野１～4 日目の研修の受講に併せて障害分野の課目（2/28）を受講

してください。 

 

【児童分野】の追加受講について 

後日開催予定をしております。 

現在、最低基準改定に伴い、評価基準のガイドラインの見直し作業が国において進められていま

す。研修につきましては、進捗状況を見ながら別途ご案内させていただきます。 

 

 

＜会場＞ 会場へは公共交通機関をご利用ください。（詳細は別添地図参照） 

○京都社会福祉会館（二条城北） 

  京都市上京区堀川通丸太町下る  

tel:075-801-6301 

 

○ハートピア京都 

 京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町 375  

tel:075-252-6292（京都府社協福祉経営推進室直通） 

 

４．研修内容    別紙研修カリキュラム参照 
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５．受講申込要件              ※経験年数は、平成２３年１２月１日現在とします。 

下記①～③要件のうち、いずれかに該当する者であって、京都府より認定された評価機関

（認定を申請している者を含む）から推薦が得られる者。 

①施設長、副施設長等組織運営管理業務の３年以上の実務経験者。 

②福祉、医療、保健分野の有資格者又は学識経験者であって３年以上の業務経験を有す

る者。 

③社会福祉に関する基礎的な知識と理解を有する者で、公正・中立的に利用者から聞き 

取り等が行なえる者 

 

 

６．募集定員 

３０名程度 

施設実習日・実習先については、希望日を踏まえ、事務局にて調整します。 

 

７．研修修了者について 

研修の全課程を修了した者は、京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構が作成す

る研修修了者名簿に研修修了者として登録されます。 

 

８．一部課目免除について 

（１）課目の免除について 

以下に該当する方は、研修第１日目の「第三者評価の理念と基本的な考え方」、「第三者評

価の全体像」、「第三者評価の流れ」、「評価調査者の役割と倫理」を免除することができます。 

・介護サービス評価調査者養成研修修了者（京都府介護保険サービス評価調査者養成 

研修修了者含む） 

・全国社会福祉協議会実施評価調査者養成研修修了者。 

・他府県における社会福祉サービス等評価調査員研修修了者。 

 

（２）研修第３日目（実習）について 

保育分野の施設実習をしていただく必要があります。 

（障害分野の修了を希望であっても、保育分野の実習となります。） 

実習先は事務局にて調整しますので、希望はお受けできません。 

 

９．分野別に追加受講をされる方について 

昨年度以前の福祉サービス等評価調査者養成研修修了者で分野を追加される方につ

いては、下記の受講が必須となりますので申し込みをして下さい。 

 

 

 

 

 

【保育分野】 

１月１３日（金） 
１４：３０～１７：００ 第三者評価基準の理解と判断のポイント① 

【障害分野】 

２月２８日（火） 
１３：３０～１６：３０ 第三者評価基準の理解と判断のポイント 
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１０．受講料 

  新規（保育分野）       １９，０００円 (実習費含む) 

   新規（保育・障害分野）    ２１，０００円 (実習費含む) 

  分野別（追加）受講者 保育所・障害 各３，０００円 

 

 
新規受講者 

【保育分野】 

新規受講者 

【保育・ 

障害分野】 

介護サービス養成研修等の修了者 

【保育分野】 
【保育・ 

障害分野】 

１日目 ○必須 ○必須 ▲一部免除 ▲一部免除 

２日目 ○必須 ○必須 ○必須 ○必須 

３日目 

【実習】 
○必須 ○必須 ○必須 ○必須 

４日目 ○必須 ○必須 ○必須 ○必須 

障害分野  ○必須  ○必須 

受講料 １９，０００円 ２１，０００円 １７，０００円 １９，０００円 

① 受講料は指定の口座にお振込をお願いします。（受講決定通知に記載します） 

② 欠席等により全課程を受講できなかった場合でも受講料の返還はできません。 

(欠席等で全過程を受講できなかった場合は修了できません) 

③ 会場等への交通費及び研修期間中の昼食・宿泊費等は自己負担となります。 

 

※定員の空き状況により下記の枠組みで部分受講もできます。 

詳しくは事務局までお尋ねください。 

 受講料 受講対象 

①第１日目 ５，０００円 
第三者評価介護分野審査

委員、修了済サーベイヤー 
②第２日目 ５，０００円 

③障害分野 ３，０００円 

④第２日目・３日目（実習）・第４日目 １５，０００円 修了済サーベイヤー 

複数の年度に部分受講をしても、福祉サービス評価調査者にはなれません。 

（研修を修了したことにはなりません。） 

 

１１．申込方法 

別添「福祉サービス等評価調査者養成研修受講申請書」により必要書類を添付の上、評価

機関毎にまとめて、下記事務局まで郵送にてお申込ください。申込締め切り後、受講決定通

知を受講者宛に送付します。 

申込締切 ＜当日必着＞  平成２３年１２月２０日（火） 

※申請書の注意事項にご留意いただき、必要書類の準備をお願いいたします。 

※申請書等にご記入いただいた個人情報については、個人情報保護法令等を遵守し、介護・

福祉サービス第三者評価事業以外の目的には使用しません。 

 



 4

 

１２．お問い合わせ・申込先 

京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構 事務局 

〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町 375 ﾊｰﾄﾋﾟｱ京都 5Ｆ 

京都府社会福祉協議会 総務部福祉経営推進室 （担当：矢野・佐々木） 

mail:yano@kyoshakyo.or.jp tel:075-252-6292／fax:075-252-6310 

支援機構ホームページ:http://www.kyoto-hyoka.net 

 

【各会場地図】 

○ハートピア京都（烏丸竹屋町） 

京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375  

tel:075-252-6292（京都府社協総務部福祉経営推進室直通）  

〔交通機関〕  地下鉄烏丸線 丸太町駅 ⑤出口（直結） 

バス 烏丸丸太町下車 

○京都社会福祉会館(二条城北) 

  京都市上京区堀川通丸太町下る tel:075-801-6301 

〔交通機関〕  地下鉄東西線二条城前駅下車 

        バス 堀川丸太町下車 

 

 

 

 

 

 

京都社会福祉会館 二条城前駅 
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